
 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省は、平成２８年４月から平成２９年３月ま

でに、長時間労働が疑われる２３,９１５事業場に対し

て実施した、結果を公表しました。今後も月８０時間

を超える時間外・休日労働が疑われる事業場などに対

する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向

けた取組みを積極的に行っていきます。  

【 監督指導結果のポイント 】 

（１）監督指導の実施事業場：２３ ,９１５ 事業場  

このうち、１５,７９０事業場（全体の６６.０％）で

労働基準関係法令違反あり。  

（２）主な違反内容  

［（１）のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付

した事業場］  

① 違法な時間外労働があったもの：１０,２７２ 事

業場（ ４３.０ ％ ）うち、時間外・休日労働の実績

が最も長い労働者の時間数が  

月８０時間超：７,８９０事業場（７６.８％）  

月１００時間超：５,５５９事業場（５４.１％） 

月１５０時間超：１,１６８事業場（１１.４％）  

月２００時間超：２３６事業場（２.３％） 

② 賃金不払残業があったもの： １,４７８ 事業場

（６.２ ％ ）うち、時間外・休日労働の実績が最も長

い労働者の時間数が月８０時間を超えるもの：９０９

事業場（６１.５％） 

③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：  

２,３５５ 事業場（９.８ ％）  

（３）主な健康障害防止に係る指導の状況  

［（１）のうち、健康障害防止のため指導票を交付し

た事業場］ 

① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なた 

め改善を指導したもの：２０,５１５ 事業場（８５.

８％） うち、時間外・休日労働を月８０時間以内に 

削減するよう指導したもの：１４,０１２事業場（６８. 

 

 

 

 

 

 

 

３％）  

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの：２,

９６３ 事業場（１２.４％）うち、時間外・休日労働

の実績が最も長い労働者の時間数が月８０時間を超

えるもの：１,３１３事業場（４４.３％）  

 

 

厚生労働省は、平成２８年度のハローワークにおける

求人票の記載内容と、実際の労働条件の相違に係る申

出等の件数を取りまとめました。平成２８年度の件数

は９,２９９件であり、前年度の１０,９３７件に比べ、

１５.０％減少しています。申出等の内容の上位は、「賃

金に関すること」が２,６３６件（２８％）、「就業時間

に関すること」が１,９２１件（２１％）、「職種・仕事

の内容に関すること」が１,３１１件（１４％）であり、

申出等のうち、「 求人票の内容が実際と異なる」件数

は３,６０８件（３９％）でした。こうした相違に係る

相談を受けた場合は、ハローワークにおいて迅速な事

実確認、必要な是正指導などの対応を行っております。

「求人票の内容が実際と異なる」ものの対応状況につ

いては、是正指導の結果「求人票の内容を変更」が９

８２件（２７％）、「求人票に合わせ労働条件等を変更」

が１９６件（５％）となっています。引き続き、こう

した対応を徹底することにより、求人票の記載内容が

適切なものとなるように努め、求職者の方の期待と信

頼に応えられる職業紹介等を行っていきます。 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

長時間労働が疑われる事業場に 

対する監督指導結果を公表 

求人票の記載内容と労働条件の相違を公表 


